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開
展
に
あ
た

っ
て

今
年

は
関

ヶ
原

の
戦

い
か
ら
、

四
〇
〇
年
目
で
あ
る
。
こ
の
戦

い

の
結
果
、
常
陸

の
大
大
名
で
平
安

以
来

の
名
族

で
あ

る
佐
竹
氏
は
、

減
封

の
上
、
秋
田

へ
国
替
と
な

っ

た
。
そ
の
家
臣
団
は
、
常
陸
以
来

の
家
臣
も

い
れ
ば
、
秋
田
転
封
後

の
地
元
出
身
者
も
お
り
、
戦
国
の

流
浪
の
果
て
に
仕
え
た
者
も
い
る
。

そ
れ
ら
の
系
譜
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
、
秋
田
藩

で
は
し
ば
し

ば
藩
士

に
系
図
を
提
出
さ
せ
た
。

元
禄
期

の
系
図
編
纂
は
、
秋
田
藩

家
蔵
文
書
や
佐
竹
家
譜
等

の
編
纂

物
を
生
み
、
藩
士
の
系
図
の
集
大

成
と
し
て
諸
士
系
図
を
完
成
さ
せ

た
。
ま
た
、
文
化
期

の
系
図
編
纂

は
国
典
類
抄

の
編
纂

へ
と
つ
な
が

っ
た
。

当
館

に
大
量
に
保
存
さ
れ
て
い

る
系
図
群
は
、
秋
田
藩
士
の
ル
ー

ツ
を
た
ど
る
際
の
必
須
の
史
料
群

で
あ
る
。
今
回
の
展
示
で
は
、
系

図
編
纂

の
あ
り
方
や
系
図
そ
の
も

の
の
分
析
を
通
し
て
、
こ
ね
ま
で

明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
秋

田
藩

の
家
臣
団
の
実
態

に
迫

ろ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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慶
長
七
年

（
一
六
・
三
）
九
月
、
常

陸
か
ら
国
替
と
な

っ
た
佐
竹
氏
は
秋
田

に
人
部
す
る
。
義
宣
は
、
父
義
重
を
始

め
、
北

・
東

・
南

・
小
場
な
ど
の
　
族

や
重
臣
を
、
六
郷

・
角
館

・
桧
山

・
ト

ニ
所
な
ど
領
内
の
拠
点
に
配
霞
し
、
自

ら
は
Ｌ
崎
湊
に
入

っ
た
「
こ
れ
ら
領
内

に
配
置
さ
れ
た
有
力
家
臣
が
所
預
と
し

て
各
地
を
支
配
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

与
え
ら
れ
た
領
地
は
、
出
羽
国
の
六

郡
の
ほ
か
、
飛
地
の
下
野
国
の

＾
部
を

含
め
、　
＾
・万
１ｉ
人

一
人
石
で
あ

っ
た
、

こ
の
間
の
事
情
は

「義
宣
家
譜
」
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
．
時
に
義
宣

六
十
余
州
切
絵
図
　
出
羽
国

は

一^
卜
三
歳
で
あ

っ
た

翌
、
慶
長
八
年
二
月
に
義
宣
は
久
保

Ш
に
城
を
築
き
、
家
臣
を
そ
の
周
囲
に

配
置
し
て
城
下
町
を
建
設
し
て
い
く
¨

久
保
田
の
城
を
秋
田
城
と
称
し
、
移
り

住
ん
だ
の
は
翌
九
年
八
月
ニ
ト
八
日
で

あ

っ
た
¨
築
城
当
時
の
久
保
田
周
辺
の

状
況
は
、
国
替
当
座
の
絵
図
に
よ

っ
て

知
る
こ
と
が
で
き
る
．
旭
川
を
取
り
込

ん
で
濠
と
し
、
そ
れ
を
境
と
し
て
武
家

町
で
あ
る
内
町
と
町
人
町
の
外
町
に
分

け
ら
れ
、
そ
の
外
側
に
は
キ
を
配
置
し

て
寺
町
を
形
成
し
た
〓

こ
う
し
て
、
秋
田
の
町
は
、
四

年
前

に
佐
竹
氏
に
よ

っ
て
作
ら
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
．

国
替
当
座
絵
図
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家
臣
団
の
構
成
は
、
分
限
帳
に
よ

っ

て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
時
点
で

の
家
臣
団
全
員
を
、
石
高
と
と
も
に
記

し
た
も
の
が
、
分
限
帳
で
あ
る
。

五
四
万
石
の
常
陸
時
代
に
抱
え
て
い

た
大
量
の
家
臣
は
、
二

一
万
石
の
秋
田

の
地
に
す
べ
て
従

っ
て
来
た
わ
け
で
は

な
く
、
下
級
の
武
士
や

一
族
で
常
陸
に

残
さ
れ
た
も
の
も
多
か

っ
た
。
ま
た
、

中
世
に
秋
田
を
支
配
し
て
い
た
秋
田
氏

や
小
野
寺
氏
な
ど
に
仕
え
て
い
た
家
臣

の
中
に
も
、
そ
の
ま
ま
秋
田
に
残
り
、

新
し
い
領
主
で
あ
る
佐
竹
氏
に
仕
え
た

者
も

い
た
。
そ
れ
ら

一
族
の
過
去
の
歴

史
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
系
図
で

あ
る
。

寛
永

・
宝
永

・
明
治
の
分
限
帳
か
ら

家
臣
団
の
人
数
を
み
る
と
、
当
初

一
〇

〇
〇
人
前
後
と
見
ら
れ
、
そ
の
後
二
〇

〇
〇
人
近
く
に
増
加
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

ま
た
、
宝
永
五
年

（
一
七
〇
八
）
段

階
の
家
臣
総
数
は

一
七
五
六
名
で
、
宝

永
二
年
段
階
で
の
秋
田
領
内
総
人
数
の

三
六
万
八
〇

一
六
人
と
比
較
す
る
と
、

そ
の
○
．
五
％
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
。

次
に
、
家
臣
団
の
構
成
を
見
て
み
る

と
、
苗
字
衆
四
家
を
含
め
た

「
一
門
」
、

門
閥
の
首
位
で
あ
る

「引
渡
」
、
譜
代

の
重
臣

・
功
臣
で
あ
る

「廻
座
」
、　
一

五
〇
石
以
上
で
由
緒
あ
る
家
筋
と
し
て

「
一
騎
」
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
七
〇
石
以

上
の

「駄
輩
」
、
三
〇
石
以
上
の

「不

肖
」
、
さ
ら
に

「歩
行
」
、
「徒
並
」
、
「足

軽
」
と
続
き
、
家
格
に
応
じ
た
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
形
と
な

っ
て
い
る
。

占

い
家
柄
で
あ
る
佐
竹
家
中
に
お
い

て
は
、
．
族

・
門
閥
の
力
が
強
か

っ
た
。

―
の
丸
中
Ｌ
橋
の
左
右
に
広
大
な
屋
敷

地
を
持

つ
梅
津

・
渋
江
両
氏
も
、
戦
国

期
に
大
功
を
立
て
た
と
は
い
え
、
義
宣

の
代

か
ら
の
新
し

い
家
臣

で
あ
る
た

め
、
家
老
を
多
く
輩
出
し
な
が
ら
、
家
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格
と
し
て
は
廻
座
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

実
際
の
状
況
を
、
宝
永
五
年
の
石
高

控
か
ら
、
家
臣
団
の
石
高
別
の
内
訳
を

見
て
み
る
と
、
以
ド
の
通
り
で
あ
る
。

五
Ｃ‥‐
ｉ
ｌ
石
以
上

・
・
・
　

Ｌ
人

四
●
〓
‥
石
以
１１
・
・
・
　

一二
人

三
〇
●
〓
石
以
上

・
・
・
　

一
一人

三
〇
〇
０
石
以
上

・
・
。
　

　

一
人

一
〇
〇
０
石
以
上

・
・
・
　

一
六
人

一
五
０
石
以
上

・
・
・
二
九
四
人

七
０
石
以
上

・
・
・
四

一
五
人

三
〇
石
以
上

・
・
・
六
二
九
人

三
〇
石
未
満

・
・
・
三
人
三
人

一
０
石
き
ざ
み
で
最
も
多

い
の
は
、

一
〇
～
二
〇
石
の
二
〇
二
人
で
、
次
い

で
三
〇
～
四
〇
石
、
五
〇
～
六
〇
石
と

続
く
。
こ
れ
ら
の
家
臣
は
、
久
保
田
に

そ
の
過
半
数
が
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に

も
領
内
の
要
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

元
和
六
年

（
一
六
二
〇
）
に

一
国

一

城
令
に
よ

っ
て
、
久
保
田
以
外
の
支
城

は
廃
止
さ
れ
た
が
、
所
預

・
組
下
持
の

置
か
れ
た
各
地

（大
館

・
湯
沢

・
横

手

・
桧
山

・
角
館

・
十
二
所

・
院
内

・
刈

和
野

・
角
間
川
）
は
、
給
人
町
と
し
て

家
臣
を
配
置
し
て
支
配
し
た
。
久
保
田

が
佐
竹
氏
の
城
下
町
と
し
て
整
備
さ
れ

て
い
く

一
方
、
こ
れ
ら
の
町
も
武
家
町

と
し
て
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。

【小 場】帳卿3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>【佐竹西】

【佐竹南】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>【佐竹南】
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反
徳
川
の
大
名
と
し
て
転
封
さ
れ
た

佐
竹
氏
に
と

っ
て
、
秋
田
入
部
以
前
の

記
録
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
現
在
で
も
茨
城
県
に
は
常
陸
時
代

の
佐
竹
氏
関
係
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
さ

れ
て
い
な
い
。

寛
永
期
に
始
ま
る
幕
府
の
系
図
編
纂

の
動
き
に
あ
わ
せ
て
、
自
ら
の
系
譜
の

編
纂
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
佐
竹
氏
は
、

そ
の
基
と
な
る
べ
き
史
料
を
、
故
地
で

あ
る
常
陸
に
残
さ
れ
た
記
録
と
、
家
臣

が
家
蔵
す
る
古
文
書

・
口
上
書
や
系
図

類
に
求
め
た
。

秋
田
藩
の
系
図
編
纂
の
動
き
は
、
寛

文
年
間
に
家
老

・
戸
村
義
国
を
中
心
に

始
め
ら
れ
た
。
系
図

・
幕
紋
を
偽
作
し

て
華
美
に
飾
り
立
て
た
り
、
嫡
庶
を
争

っ
た
り
す

る
も
の
が
多
く
な

っ
た
た

め
、
そ
れ
ら
を
改
め
る
を
目
的
と
し
た
。

入
部
後
半
世
紀
が
経
ち
、
久
保
田
を
始

め
各
地
の
武
家
町
も
整
備
さ
れ
、
家
臣

団
を
把
握
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
が

真
の
目
的
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
事
業
は
一戸
村
義
国
の

死
去
と
と
も
に
中
断
し
、
そ
の
当
時
の

系
図
は
残
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
佐
竹
家
自
身
の
家
譜
の
編

纂
の
必
要
か
ら
、
岡
本
元
朝
を
中
心
に

し
た
元
禄
の
系
図
編
纂
が
始
ま
り
、
本

格
的
に
系
図
や
家
蔵
古
文
書
の
収
集
が

行
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ

の
事
業
は
、
秋
田
藩

の
修
史
事

業
と
し
て

「
佐
竹
家
譜
」

の
編

纂

へ
と
結
び

つ
き
、
中
世

の
貴

重
な
史
料
群
と
し
て
全
国
的
に

有
名
な

「
秋

田
藩
家
蔵
文
書
」

を
後
世
に
残
す
こ
と
に
な
る
。

岡
本
元
朝
は
、
系
図

・
古
文

書
を
厳
密
な
史
料
批
判

に
よ

っ

て
、
後
世

の
歴
史
に
耐
え
ら
れ

る
よ
う
に
し
た
だ
け

で
な
く

、

原
本
そ
の
も

の
も

一
次
史
料
と

し
て
臨
写
本
と

い
う
形

で
保
存

す
る
と

い
う
や
り
方
を
取

っ
て

お
り
、
き
わ
め
て
現
代

の
歴
史

学

の
方
法

に
近

い
。
ま
た
、
彼

の
設
置
し
た
文
書
所

（秋
田
史

館
）
は
、
史
料

の
選
別
を
行

っ

て
お
り
、
現
代

の
文
書
館
と
変

わ
ら
ぬ
役
割
を
果
た
し
た
。

し
か
し
、
彼
の
死
後
、
享
保
期
に
は

い
る
と
、
修
史
事
業
は
家
譜
と
諸
士
系

図
の
編
纂
に
よ

っ
て
終
了
し
、
今
宮
義

透
の
緊
縮
財
政
の
改
革
の
中
で
長
い
停

滞
期
を
迎
え
る
。

次
の
系
図
編
纂
の
時
期
は
、
文
化
年

間
で
あ
る
。
こ
の
と
き
提
出
さ
れ
た
系

図
は
、
元
禄
期
に
原
本
を
返
却
し
て
再

編
集
し
た
の
と
違

い
、
同
じ
形
態
に
統

一
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
藩
士
の
系

図
と
し
て
保
存
さ
れ
、
現
在
に
残
さ
れ

て
い
る
。
修
史
事
業
の
厳
密
性
は
元
禄

期
に
劣
る

一
方
で
、
こ
の
時
期
に
は
、

「国
典
類
抄
」

。

「御
亀
鑑
」
と

い
う

秋
田
藩
の
公
式
歴
史
書
が
編
纂
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
幕
末
に
な
る
と
、
農
民
か

ら
武
士
に
上
昇
す
る
層
が
現
れ
、
明
治

初
年
に
は
家
禄
支
給
の
た
め
、
各
家
の

家
系
の
歴
史
的
裏
付
け
が
必
要
と
な

っ

た
。
そ
れ
が
明
細
短
冊
や
最
後
の
分
限

帳
の
編
纂

へ
と
つ
な
が

っ
て
い
く
。

●系図提出・編纂関係略年表
藩主 和暦 (西暦 ) 出  来  事            ※典拠史料

①義宣 庫言J尋 5(1600)
慶長7(1602)

〔関ケ原の戦い〕
佐竹氏秋田入部   ※「義宣家南 、「国典類抄J前篇軍部2

〔幕府による「寛永諸家系図伝」の編纂〕
幕紋改め、家中系図の書上 (系図類は元禄期に焼却か?)
→家老戸村義国中心、実務担当根田俊与

※
‐
佐竹惣系メ_奥書 (1ヽ 028821:

「佐竹家中総系図」編纂 (根田俊与 )

戸村義国死去→系図取りまとめ中断

系図・古文書 古記録・覚書の提出命令
※

´
I可 典ll l少_前 篇嘉部38

大和田時情1・ 中村光得の常陸調査 ※ (,砂 |;己 (11117)
文書所の設置 (文書改奉行 岡本元朝 )

→「元禄家伝文書」の収集・吟味、秋田史館の青印状発行
佐竹―門への分流証文・分流系図の下付

「秋田藩家蔵文書」のうち諸士文書45冊編纂
※

‐
御文書井御書物帳‖録受取渡日録_(=ヽ S()291)

→岡本元朝 中村光得・吉成藤兵衛らに論功行賞

「佐竹系図」完成 (本村松軒清書 )

藩政改革 (今宮義透中心)→文書所が記録所となり縮小
「佐竹家譜」23篇、「諸士系図」25冊完成

文書提出命令→提出形態を竪帖に統一
※「明和年中御書物再吟味之節‖1_(り i:=ヽ 8,)

久保田城本丸焼失
被仰渡 (文書再提出 )

″ (系図吟味等 )

5)

1■ )

17)″ (文書返却等)      ″ 16(,ヽ 317ら 7

→明和～寛政年間提出の文書に青印状を添え返却
※「御青印控草lF‐ J(県A124)

被仰渡 (系図提出)   ※「被仰渡控帳_(AS280 3 1■ )

「国典類抄」前篇232冊完成
「国典類抄」後編242冊完成
「御亀鑑」115冊完成

〔廃藩置県〕

「士族卒明細短冊」の編纂 ※「管内布達留J除文書11038)

②義隆 寛ジk20(16431
寛文年間

寛文5(1665)
寛文10(1670)

③義虚

④義格

7C禄 9(1696)

7cネ曇10(1697)

宝永6(1709)

⑤義峯

③義敦

⑨義和

享{呆 5(1720)
早1呆 10(1725)
早1呆 12(1727)

剛ヨ不日3(1766)

安永 7(1778)
安永8(1779)
寛IEX4(1792)
寛IEX 8(1796)

⑩義厚 文化 2(1805)
文化13(1816)
文政 2(1819)
天1呆 5(1834)

⑫義尭 明治4(1871)
明治6(1873)

分限帳



元
禄
九
年

（
一
六
九
六
）
、
佐
竹
家

の
家
譜
の
編
纂
を
命
じ
ら
れ
た
岡
本
元

朝
は
、
家
臣
に
家
蔵
の
古
文
書
と
系
図

を
提
出
さ
せ
る
と
と
も
に
、
故
地
で
あ

る
常
陸
に
大
和
田
時
胤
と
中
村
光
得
を

派
遣
し
て
占
文
書
調
査
を
さ
せ
た
。
こ

の
常
陸
行
の
記
録
が

「金
砂
日
記
」
で

あ
り
、
集
め
ら
れ
た
系
図

・
由
緒
書
な

ど
を
整
理
し
た
の
が

「元
禄
家
伝
文
書
」

と
よ
ば
れ
る
史
料
群
で
あ
る
。

藩
士

へ
の
文
書
の
提
出
命
令
は
、
元

禄
九
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
度
々
出

さ
れ
、
収
集
さ
れ
た
文
書
は
岡
本
元
朝

自
ら
が
文
書
改
奉
行
と
し
て
吟
味

。
整

理
し
、
藩
か
ら
認
め
ら
れ
た
文
書
は
写

し
取
ら
れ
、
秋
田
史
館
か
ら
青
印
状
が

発
給
さ
れ
て
、
原
本
は
所
蔵
者
に
返
却

さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
写
を
所
蔵
者
別
に

編
纂
し
た
の
が

「秋
田
藩
家
蔵
文
書
」

で
あ
る
．

現
在

「元
禄
家
伝
文
書
」
と
し
て
整

理
さ
れ
て
い
る
の
は
二
五
■
一六
点
で
あ

り
、
そ
の
う
ち
七
割
に
あ
た
る

一
七
八

二
点
が
系
図

・
由
緒
書
で
あ
る
。
残
り

の
三
割
が
、
系
図
の
事
実
を
裏
付
け
る

た
め
の
伝
来
文
書
や
口
上
書
な
ど
で
あ

る
。
同
時
期
の
宝
永
五
年

（
一
七
〇
八
）

の
分
限
帳
で
の
藩
士
は

一
七
五
六
名
で

あ
り
、
ほ
ぼ
全
藩
士
が
系
図
を
提
出
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

元
禄
期
に
提
出
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
系

図
は
、
享
保
十
二
年

（
一
七
二
七
）
五

月
に

「諸
士
系
図
」
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
た
。
同
時
に
義
光
家
譜
か
ら
義
虎
家

譜
ま
で
の

「佐
竹
家
譜
」
二
三
篇
も
編

纂
さ
れ
た
。
元
禄
以
降
の
修
史
事
業
が

こ
こ
に
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

享
保
に
入

っ
て
か
ら
、
岡
本
元
朝
の
あ

と
を
う
け
て
家
老
に
就
任
し
た
今
宮
義

●
諸
士
系
図

一
覧

晨R晨奎3果 1

1t ・iら
',オ

●i ヘ
・l  キ

“

諄々キ(i

菫圭夕発零
千水 スよえギ●下″
卜主 太●ん,や 、を

諸士系図

透
の
藩
政
改
革
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

文
書
所
も
改
編
縮
小
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
修
史
事
業
は
頓
挫
し
た
。

「諸
士
系
図
」
は
、　
〓

一七
四
名
の

藩
士
の
系
図
を
、
イ
ロ
ハ
順
に
並
べ
て

二
五
冊
に
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
存

在

の
確

か
な
家
祖

か
ら
系
図
は
始
ま

り
、
人
部
以
降
に
分
か
れ
た
分
流
は
嫡

流
と
と
も
に

一
つ
の
系
図
に
書
か
れ
、

∴
印
と
○
印
で
区
別
さ
れ
て
い
る
。

偽
系
図
を
排
除
し
藩
士
の
嫡
庶
を
詮

議
す
る
た
め
、
文
書
の
内
容
や
真
偽
を

厳
し
く
検
討
し
た
上
で
、
改
め
て
系
図

と
し
て
再
編
し
て
あ
る
た
め
、
「秋
田

藩
家
蔵
文
書
」
と
同
様
に
史
料
と
し
て

の
信
頼
性
は
高
い
。

元
禄
期
の
系
図

おモ3な ‖又録rに名                 ( )は同姓の人数
1 イ ト 65 石井 (33)、 石垣 (2)、 飯村 (2)、 石橋 (2)、 伊藤 (13)、 泉(8)ほ か

2 イ b6 色りK18り 、糸井(4,、 石塚、岩間、飯塚(2)、 岩堀(3)、 池田(2)ほ か
3 口 1 六 郷

4 芳賀(13)、 橋本 (5)、 羽生 (2)、 塙 (2)、 林(6)、 幡江(3)ほ か

10 西野 (3)、 西村(2)、 仁平 、丹生、西宮(2)西 島

4 ホ 1 綱井 (2)、 北條(3)、 堀尾 、星野、IFH回 、本間、星、堀江(2)ほ か

1 逸 見

ト 豊 間 (2)、 豊 出 (8)、 P嶋 (2)、 土 野塚 (2)、 鴇 田 、戸崎 、戸 澤 ほ か

チ 4 矛根t∠り、筑和、+1ヽ
ヌ 沼井 布川、沼田(3)

オ 岡本 (3)、 小 資 (3)、 大 山 (3)、 大 窪 (4)、 大網 (3)落 合 (3)ほ か

ワ 32 相田(3)、 亘理 、渡部 (15)、 渡退 、若林 (2)、 若本 (3)、 和知(5)ほ か

ア 力 66 河又(2)、 加藤 (7)、 片岡(9)、 川野(4)、 軽部 (2)、 金子(2)ほ か
8 ヨ 25 積 出 、百原 、百成 (8)、 吉 出 (4)、 横 出 (4)、 吉 村 、橘 1尿  吉澤 ほ か

9 夕

ソ 添田(2)
ヽ
ソ 辻、築地 、土屋 、綱木、津村、園谷、椿田、角田

ネ 20 根本 (17)、 根元(2)、 根岸

11 ナ 56 中川 (3)、 中田(9)、 滑川 (3)、 中村(7)、 長山(6)、 永丼(3)ほ か

12 ム 7 迎、村山(2)、 村野、村上、村井 、武藤

ウ ZZ

1 ノ 野尻、野上 (2)、 登坂、延生

ク 26 黒澤 (3)、 黒沢 (5)、 鯨岡、國安 (2)、 熊谷 (4)、 熊澤、工藤(2)ほ か

ヤ 箭 出野 、八木 (2)、 簗 (2)、 野 内 (7)、 出崎 (9〕 害 十(4)ほ か

マ 27 松塚、前澤、員富、町田、松本 (4)、 益子(8)、 曲木、斑 目ほか

ケ 1 経 徳

フ 26 歌 尾 、深 谷 (3)、 福 1也 (4)、 歌 木 、深 見 、深堀 、藤 田 (3)、 船 田ι民か

17 コ b4 後藤 (b)、 小室 (4)、 小泉 (4)、 近藤 (6)、 小林 (4)、 小 松(5)ほ か

工 10 江 田、 ,T畑(2),T尻  練藤 f5う うT橋

3 手賀、寺山、寺崎

62 赤須(3)、 安東(2,、 安達(3)、 青柳(10)、 秋山(2)、 浅利(2)ほ か
サ 55 佐藤 (12)、 澤畑 (4)、 坂本 (3)、 斎藤(7)、 佐サK6)、 櫻田(3)ほ か
キ 32 岸(3)、 木内(2)、 木村 (4)、 古川 (4)、 菊地 (7)、 菊池 (5う ほか

ユ

21 三森、皆りK2)、 水戸部、宮澤、宮本、湊、箕輪、宮崎(2)ほ カ
信太 (3)、 椎名(5)、 清水 (5)、 盟 (3)、 志賀 (7)、 秦(4)ほ か

2 半野 (2)、 樋 □ (2)、 平 塚 (4)、 平 井 (2)、 平元 (3)、 蛭 田(2)ほ か

モ 茂又(2,、 持地、森田(5)、 諸橋、諸岡、本宮、本橋、諸越ほか
セ 27 瀬谷 (6)、 芹田、瀬尾 (2)、 清野 、妹尾 (4)、 関(10)、 関□(3)

ス 54 須 出 (b)、 鈴 木 (lr)、 須藤 (6)、 介 りK2)、 杉 出 (7)、 菅 生(3)ほ か



文
化
期
の
系
図

万
世

一
系
と
い
わ
れ
る
天
皇
家
の
系

図
で
す
ら
、
現
実
に
は

一
系
で
は
な
い
。

長
い
月
日
の
間
に
、
代
々
分
家
し
多
数

の
家
に
分
か
れ
る
家
も
あ
れ
ば
、
絶
家

す
る
家
も
あ
る
。

秋
田
藩
で
は
元
禄
か
ら

一
〇
〇
年
以

上
経

っ
て
、
各
家
の
実
態
に
合
わ
せ
て
、

再
度
系
図
を
提
出
さ
せ
た
。
そ
の
際
、

元
禄
で
は
不
統

一
で
あ

っ
た
系
図
の
形

態
を
、
竪
閉
紙
に
横
系
図
と
統

一
し
、

分
家

・
陪
臣
を
含
め
す
べ
て
の
家
に
提

出
を
命
じ
た
。

明
和
三
年

（
一
七
六
六
）
に
始
ま
る

文
書
提
出
命
令
は
、
久
保
田
城
本
丸
の

焼
失
な
ど
も
あ

っ
て
、
繰

り
返
し
出
さ
れ
、
最
終
的

に
は
文
化
二
年

（
一
人
Ｏ

五
）
の
被
仰
渡
に
よ

っ
て
、

家
中
の
系
図
の
提
出
が
行

わ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
系
図
群
は
、

秋
田
図
書
館

に
お

い
て
、

一
六
五
九
家
分
が
ア
イ
ウ

エ
オ
順
に
整
理
さ
れ
、
郷

土
資
料

に
ま
と
め
ら
れ

た
。
こ
の
う
ち
、
文
化
提

出
分
は

一
三
六
九
家
分
で

あ
る
。

た
だ
し
、
同
じ
名
字
の

家

は

ア
ト

ラ
ン
ダ

ム
に

配
列
さ
れ
て
い
る
た
め
、

分
流
関
係
を
知
る
た
め
に
は
内
容
を
確

認
す
る
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
、
小
貫
氏
は
Ａ
二
八
八
．
二

―

一
四
二
～

一
四
四
ま
で
、　
一
八
家
分

が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の

一
二
家
分
は
す

べ
て
分
流
関
係

に
あ

る
。
上
図
の
通
り
、
本
家
は

一
四
四
―

三
の
家
で
あ
り
、
最
初
に
分
か
れ
た
家

が

一
四
二
―
四
の
家
で
あ
り
、
本
家
か

ら
さ
ら
に

一
四
二
―
六
、
一
四
二
―

一
、

一
四
四
―

一
、　
一
四
三
―
二
の
順
で
四

家
が
分
か
れ
た
。
さ
ら
に
、　
一
四
二
―

四
か
ら
は
、　
一
四
三
―

一
、　
一
四
三
―

六
が
分
か
れ
、
後
者
か
ら

一
四
三
―
四
、

一
四
二
―
七
、　
一
四
二
―
五
が
ま
た
分

か
れ
、
最
後
に

一
四
二
―
八
が
分
か
れ

た
。
こ
れ
ら
が
整
理
さ
れ
た
順
番
は
、

お
お
む
ね
通
称
の
最
初
の
文
字
の
音
読

み
の
ア
イ
ウ
エ
オ
順
に
従

っ
て
い
る
。

文
化
提
出
系
図
は
、
形
態
が
同
じ
で

あ
り
、
系
図
以
外
の
情
報
と
し
て
、
生

年

・
出
仕
年
、
仕
官
先
、
知
行
高
、
住

所
、
家
紋
等
が
わ
か
る
。

元
禄
や
文
化
に
提
出
さ
れ
た
家
中
の

系
図
や
家
蔵
の
文
書
類
を
体
系
的
に
再

編
纂
し
、
項
目
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
た

も
の
が
、
秋
田
藩
の
歴
史
編
纂
物
の
最

高
峰
と
も
い
う
べ
き

「国
典
類
抄
」
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の

一
五
年
後
に
は
、

九
代
藩
主
義
和
の

一
代
記
で
あ
る

「御

亀
鑑
」
が
編
纂
さ
れ
た
。

掏 貫氏系図一覧

ヒ811:I:雲婁1會纂』T畢ざIRFT)ヨ[::::

[|||::! ][||]I(藤
原姓小貫氏)   ill:.7「

文化2.,Lヒ ⑫142-8 藤原姓小員氏支流系譜

●系図史料一覧
(系譜 家伝関係史料一覧 (288分 類)〉   計4,891点

史料群名 整理記号 番号 点数 主 な 史 料

佐竹文庫

(宗家)

AS288-1^´ 80 佐竹家譜ほか

AS288 2 1～ 118 佐竹系図、

改選諸家系譜ほか

AS288 3-1～ 217 先祖に関する覚

(石井氏～山下氏)

佐竹文庫

(西家)

A0288-1-74 小場氏由緒書、

一字御書付ほか

A02882-l-83 秋元氏系図～渡部氏系図
A028831～ 6 7 森喜兵衛由緒之覚ほか

佐竹文庫

(北家)

AK288-1-45 石川氏由緒書～

臼丼孫兵衛由絡書
AK288 3 1～ 3 3 高瀬氏口上書ほか

戸村文庫 AT288-1-2 2 御系譜並御法名記ほか

AT288 2-l-2 2 高屋氏系図ほか

AT288,3-l-9 12 柴田氏由緒ほか

東山文庫 AH288-1-55 佐竹御歴代表ほか

AH288 2-1-51 字都宮系図～鷲尾氏系図

AH288 3 1～ 59 秋田家由緒概略
lll土資料 A288-1-26 御系図並御家譜ほか

A2882-1-3233 3237 文化提出系図、

諸士系図、

元禄家伝文書

A2883-3～ 86 吉成氏系図、

石井氏関係文書ほか



明
治
期
の
系
図

明
治
四
年

（
一
八
七

一
）
七
月
十
四

日
の
廃
藩
置
県
で
、
旧
秋
田
藩
領
に
由

利
郡
と
鹿
角
郡
を
加
え
秋
田
県
が
で
き

た

（旧
暦
七
月
十
四
日
を
新
暦
に
換
算

し
た
八
月
二
十
九
日
が
県
の
記
念
日
）
。

島
義
勇
が
初
代
県
令
に
任
命
さ
れ
、

明
治
五
年
二
月
に
県
庁
が
開
庁
す
る
。

つ
い
で
二
代
県
令
杉
孫
七
郎
の
も
と
、

壬
申
戸
籍
が
つ
く
ら
れ
、
明
治
六
年

一

月
に
徴
兵
令
が
布
告
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
、
旧
藩
士

は
士
族
と
卒

（軽
輩
の
武
士
）
に
位
置

づ
け
ら
れ
、
藩
に
か
わ

っ
て
県
が
家
禄

を
支
給
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
県
で
は

そ
の
た
め
の
台
帳
が
必
要
と
な
り
、
明

治
六
年

一
月
の
布
達
第
八
号
で
、
管
内

の
士
族

・
卒
の
姓
名

・
禄
高
等
を
短
冊

状
の
美
濃
紙
に
記
さ
せ
、
戸
長
宛
に
提

出
さ
せ
た
。
提
出
さ
れ
た
短
冊
を
イ
ロ

ハ
順
に
二
枚
ず
つ
台
紙
に
貼
り
付
け
て
、

町
ご
と
に
整
理
し
た
も
の
が

「士
族
卒

明
細
短
冊
」
で
あ
る
。

系
図
と
違

い
先
祖
ま
で
た
ど
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
提
出
者
の
三
代
前
ま

で
氏
名
と
役
職
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、

文
化
提
出
の
系
図
と
つ
な
が
る
可
能
性

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
諸
士
系
図
ま
で
遡

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
江
戸
期
か
ら
明

治
そ
し
て
現
代
ま
で
の
系
譜
が

つ
な
が

る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
こ
の
短
冊
に
よ
り
、
秋
田
藩

領
以
外
の
人
も
士
族
で
あ
れ
ば
系
譜
を

確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
岩
崎

・亀
田

・

本
荘

・
矢
島
分
は
含
ま
れ
て
い
る
が
、

鹿
角

・
仁
賀
保
分
や
秋
田
町
の
第

一
号

な
ど
は
欠
本
と
な

っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
明
細
短
冊
提
出
と
同
時
に

卒
に
つ
い
て
は
、
そ
の
系
譜
を
家
ご
と

に
提
出
さ
せ
て
お
り
、
各
町
の
さ
ら
に

細
か
い
住
居
地
ご
と
に
ま
と
め
た
も
の

が

「卒
家
譜
」
で
あ
る
。
明
細
短
冊
の

欠
本
部
分
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

士族卒明細短冊

系
図
の
調
べ
方

先
祖
を
調
べ
る
方
法
に
は
、
次
の
よ

う
な
段
階
が
あ
る
。

ａ
．
直
系
親
族
の
戸
籍
謄
本
を
と
る

ｂ
．
親
族
に
問
い
合
わ
せ
る

ｃ
．
文
献
で
基
礎
固
め
を
す
る

ｄ
．
同
姓
の
人
と
情
報
交
換
す
る

ｅ
．
書
提
寺
で
過
去
帳
等
を
調
べ
る

ｆ
．
氏
神
の
由
来
記

・
奉
納
書
を
調
査

＆

親
族
所
有
の
古
文
書
を
発
掘
す
る

ｈ
。
名
字
に
関
す
る
地
方
古
文
書
調
査

ｈ
の
段
階
で
公
文
書
館

へ
来
る
こ
と

に
な
る
。

当
館
に
は
、
秋
田
藩
士
の
系
図
類
が

大
量
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん

ど
は
複
製
本
が
あ
り
、
閲
覧
室
で
す
ぐ

に
手
に
取
り
、
必
要
な
部
分
の
電
子
複

写
も
可
能
で
あ
る
。
何
種
類
も
あ
る
の

で
、
日
録
で
確
認
し
た
り
、
不
明
な
点

は
職
員
に
尋
ね
て
も
ら
い
た
い
。

た
だ
し
、
当
館
の
系
図
は
秋
田
藩
士

の
も
の
で
あ
り
、
秋
田
藩
領
以
外
の
由

利
郡

・
鹿
角
郡
の
他
藩
の
藩
士
の
分
は

な
い
。
さ
ら
に
、
引
渡
に
属
す
る
上
級

武
士
や
藩
士
以
外
の
農
民

・
町
人
の
系

図
は
な
い
。

ま
た
、
系
図
を
た
ど
る
際
の
三
大
基

本
史
料
で
あ
る
過
去
帳

二
小
門
人
別
帳

・

分
限
帳
の
う
ち
、
分
限
帳
は
藩
で
作
成

す
る
も
の
で
あ
り
、
当
館
に
数
種
類
が

保
存
さ
れ
て
い
る
。
分
限
帳
に
は
あ
る

年
の
姓
名
と
石
高
の
み
し
か
記
載
さ
れ

て
い
な
い
が
、
藩
士
す
べ
て
が
載

っ
て

い
る
た
め
、
そ
の
時
期
の
系
図
の
な
い

藩
士
の
確
認
も
で
き
、
年
代
ご
と
に
た

ど
る
こ
と
で
、
系
図
と
同
じ
よ
う
に
使

う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
系
図
の
場
合
は
偽

系
図
に
注
意
し
、
記
載
内
容
も
原
史
料

で
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
自
家
に
系

図
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
と
当
館
の
系

図
と
比
較
し
て
内
容
を
確
か
め
て
み
る
。

秋
田
藩
士
の
家
系
で
あ
れ
ば
、
系
図
と

分
限
帳
を
併
用
し
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
比

較
的
容
易
に
た
ど
る
こ
と
が
出
来
る
と

思
わ
れ
る
。

閲覧室 絵図棚



展示史料一覧
展示順

A290--114--1 日本六十余州国々切絵図 出羽国

落1612 城之図 写 文化2 (1805)写
馬 288--8--4 義宣家譜 四 享保12 (1727)

郎 317--7 権現様御判物 慶長7 (1602)
馬 209--176--51 国典類抄 嘉部51 文化13 (1816)

県C-189 大館御城下絵図 宝永元  (1704)

県C-21 横手絵図 享保13 (1728)

県A-103-1 雑録 寛永4 (1627)
AH611--18 石高控 宝永5 (1708)
AH317--260 分限井有高 明治元  (1868)

AS288.3--20 赤須氏 御青印書 宝永4 (1707)
A288.3--50--14 御青印書 文化5 (1805)
A0288.2-1 佐竹惣系図 寛文5 (1665)
14--117 金砂 日記 元禄10 (1697)

馬 029--1 御文書井御書物帳 目録受取渡目録 宝永6 (1709)
AS209--176--38 国典類抄 嘉部38 5こ化13   (1816)

AS288--1--1´-48 佐竹家譜 享保12 (1727)

A280--69--1´-61 秋田藩家蔵文書

毘 88.2--590--1-25 諸士系図 享保12 (1727)

県C-179 御国日付下向之節指出候御城下絵図 文政4 (1821)
A280--75 御当家引渡廻座略伝記 文政年間

県A-89 明和年中御書物再吟味之節lEl 明和3  (1766)

A317--57--5 町触控 四 安永8 (1779)
馬 280--3--14 被仰渡控帳 文化2 (1805)
詑 882--143´-145 小貫氏系図 文化2 (1805)

～文化5(1808)

公文書11038 管内布達留 明治6 (1873)

公文書11512～ 11537 士族卒明細短冊 明治6 (1873)
AH288.2--3--2 梅津氏統系

郎 12--130-1～ 21 梅津政景日記 慶長17 (1612)

～寛永10(1633)

AH288.2--25 新調渋江氏系譜 附荒川氏 文化3 (1806)
A289--319--1´-98 渋江和光 日記 5(化 11   (1814)

～天保10(1839)
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